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　データは2025年12月30日現在

マンスリーレポート

アジア・ヘルスケア株式ファンド

運 用 実 績

※当レポートでは基準価額および分配金を１万口当たりで表示しています。
※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。
※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

※分配金込み基準価額の推移は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものとして
計算した理論上のものである点にご留意ください。

※基準価額は、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の値です。
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＜基準価額の推移＞

純資産総額（右軸） 分配金込み基準価額（左軸） 基準価額（左軸）

※基準価額の騰落率は、当ファンドに分配金実績があった場合に、
当該分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上
のものである点にご留意ください。

※分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案し
て決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行
なわないこともあります。

設 定 日 ： 2015年1月16日 償 還 日 ： 無期限 決 算 日 ： 毎年6月、12月の各21日

収 益 分 配 ： 決算日毎 基 準 価 額 ： 12,180円 純 資 産 総 額 ： 49.32億円

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額
は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みく
ださい。
■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資
料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

＜基準価額の騰落率＞

1ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 １年 ３年 設定来

-4.08% 0.97% 15.69% 20.82% 26.76% 21.80%

＜分配金実績（税引前）＞

23･12･21 24･6･21 24･12･23 25･6･23 25･12･22

0円 0円 0円 0円 0円

＜資産構成比率＞

アモーヴァ・アジア・ヘルスケア・ファン
ド（ＪＰＹクラス）​

98.7%

マネー・アカウント・マザーファンド 0.1%
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※要因分解は、概算値であり実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。
要因分解を算出するにあたっては有価証券の売買や資金の流出入などに伴う誤差が大きく
なる場合があり、その結果「その他」の要因の数値が大きくなることもあります。
あくまで傾向を知るための参考値としてご覧ください。

アモーヴァ・アジア・ヘルスケア・ファンド（ＪＰＹクラス）のポートフォリオの内容

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額
は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みく
ださい。
■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資
料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

＜組入上位10ヵ国＞

中国・香港 41.1%

インド 27.5%

韓国 20.4%

タイ 2.9%

シンガポール 1.9%

マレーシア 1.3%

＜組入上位10通貨＞

香港ドル 34.4%

インドルピー 27.5%

韓国ウォン 20.4%

中国元 6.7%

タイバーツ 2.9%

アメリカドル 1.9%

マレーシアリンギット 1.3%

＜基準価額騰落の要因分解＞

12,698円

0円

-526円 30円

中国・香港 -417円 香港ドル -6円

インド -103円 インドルピー -33円

タイ 2円 タイバーツ 8円

マレーシア -2円 マレーシアリンギット 2円

台湾 0円 新台湾ドル 0円

韓国 3円 韓国ウォン 52円

インドネシア 0円 インドネシアルピア -0円

シンガポール -10円 シンガポールドル -0円

アメリカドル -0円

その他通貨 7円

-13円

-9円

当月末基準価額 12,180円

前月末基準価額

当月お支払いした分配金

その他株式 0円

要
 
 
 
 
因

 為 替 株 式

信託報酬等

その他

＜資産構成比＞

株式 95.2%

現金その他 4.8%

＜業種別構成比＞

医薬品 26.1%

バイオテクノロジー 25.1%

ライフサイエンス・ツール/サービス 24.9%

ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 11.5%

ヘルスケア機器・用品 5.4%

生活必需品　流通・小売り 2.2%

その他 4.8%

※アモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッドより提供された情報で、当外国投資信託に
おける数値です。
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※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。

※上記銘柄については将来の組み入れを保証するものではありません。

＜ご参考＞ 各業種について

「医薬品」

医薬品の研究・開発・製造を行なう会社。

「ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス」

ヘルスケア製品の販売を行なう会社、ヘルスケア・サービス（透析、医療検査、薬局運営支援、事務処理、人材派

遣、マーケティングなど）を提供する会社、病院などのヘルスケア関連施設の所有や運営を手掛ける会社など。

「ヘルスケア機器・用品」

ヘルスケア機器・用品の製造会社。

「ライフサイエンス・ツール/サービス」

分析装置、設備、消耗品などの物品および臨床実験や請負調査などのサ－ビスを提供することにより、新薬の発見

から開発、製造までの一連の工程に貢献する会社。

「バイオテクノロジー」

遺伝子分析および遺伝子工学などに基づいた製品の研究、開発、製造、販売を主に行なう会社。

「ヘルスケア・テクノロジー」

主にヘルスケア関連企業に情報技術サービスを提供する会社。

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額
は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みく
ださい。
■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資
料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

＜組入上位10銘柄＞（組入銘柄数：38銘柄)

銘　柄 国 名 業　種 比率

SAMSUNG BIOLOGICS Co., Ltd.

サムスン・バイオロジクス

Innovent Biologics, Inc.

イノベント・バイオロジクス

Divi's Laboratories Limited

デヴィズ・ラボラトリーズ

Sun Pharmaceutical Industries Limited

サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ

BeOne Medicines Ltd.

ビー・ワン・メディスン

Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

ハンソー・ファーマシューティカル・グループ

Wuxi Biologics (Cayman) Inc.

薬明生物技術

ALTEOGEN Inc.

アルテオジェン

Torrent Pharmaceuticals Ltd

トレント・ファーマシューティカルズ

Akeso, Inc.

アケソ
バイオテクノロジー 3.3%

4.5%

韓国 バイオテクノロジー 3.5%

インド 医薬品 3.5%

ライフサイエンス・ツール/サービス

5.5%

中国・香港 バイオテクノロジー 5.0%

中国・香港 医薬品 4.5%

医薬品

8.5%

中国・香港 バイオテクノロジー 6.4%

インド ライフサイエンス・ツール/サービス 5.6%

ライフサイエンス・ツール/サービス

7

8

9

10

韓国

インド

中国・香港

1

2

3

4

5
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中国・香港
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運 用 コ メ ン ト

◎市場環境

当月のアジア株式市場（日本を除く）は、米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が年内３度目となる0.25％の利下げを実施したことを受けてリスク

選好ムードが強まるなか、上昇して月間リターン（円ベース）が３％となりました。アジアのヘルスケア・セクターは、年末にかけて利益確定売り

が先行したため５％超の下落となり、パフォーマンスが市場全体に劣後しました。2025年通年では、バイオテクノロジーのイノベーション（革新）

に対する継続的な強い期待や企業収益の底堅さ、一連の利下げを追い風に、アジアのヘルスケア・セクターは年間リターン（円ベース）が11％超と

コロナ以来で最大の部類に入る上昇をみせました。

◎運用概況

当ファンドの基準価額は前月末比で下落したものの、アジアのヘルスケア・セクターのパフォーマンスを上回りました。相対パフォーマンスに最

もプラスに寄与したのは韓国での銘柄選択で、米国で中国の「特定の懸念されるバイオテクノロジー企業」との取引を制限するバイオセキュア法が

2026年に施行される可能性が高まったことから、韓国のＣＤＭＯ（医薬品開発製造受託機関）の株価が上昇しました。一方、中国での銘柄選択もプ

ラスに寄与しました。米国のバイオセキュア法が、市場予想通り、中国企業への影響が当初懸念されたほど深刻とはならない内容で成立したため、

安堵感から中国のＣＲＤＭＯ（医薬品研究開発製造受託機関）銘柄がアウトパフォームしました。その他では、ＩＰＯ（新規公開株式）への参加で

組み入れた２銘柄が、公開後に良好な株価パフォーマンスをみせました。2025年はアジアのヘルスケア・セクターにとって好調な年となり、当ファ

ンドの年間リターンが円ベースで20％を超えるとともに、アジアのヘルスケア・セクター（12％）を大きく上回りました。

◎今後の見通し

当ファンドでは2024年末時点で、中国ヘルスケア・セクターの反発を促し得る２つの重要な動向について指摘していました。その後の展開をみる

と、これらはいずれも現実の市場変化として顕在化しています。

１つ目は、中国で従来の公的医療保険に加えて民間保険が医療費の支払い主体として台頭することが、イノベーションの創出と、医薬品産業の持

続的な成長を後押しするという見方でした。実際、2025年12月初旬に、中国では初の民間保険適用対象医薬品リストが発表され、既存の公的保険に

加えて医療費を二層構造でカバーできる体制が整いました。これは中国バイオ医薬品企業にとって、新たな高額医療分野での中長期的かつ安定した

内需拡大を意味し、産業全体の革新と成長に追い風となるものです。

２つ目の動向は、米国議会でバイオセキュア法案の決着期限が迫るなか、中国のＣＲＤＭＯセクターが転換点を迎えるというものでした。実際、

法案が最終的に決着したことで、同セクターに重くのしかかっていた規制リスクが緩和され、不透明感が大幅に後退しました。また、世界的に金融

緩和が続く環境のもと、ＣＲＤＭＯ大手企業の受注残高は2025年を通じて堅調に増加しました。当ファンドとしては、同セクターに対して慎重姿勢

を維持しつつも、基本的には楽観的な見通しを持っています。

市場の先行きについては、世界的な財政・金融環境の緩和やアジア企業の収益成長の回復といった要因が、引き続き市場の追い風になるとみてい

ます。

中国株式市場を支える主な材料として、まず挙げられるのは国内の良好な流動性環境です。国債利回りが低水準にあるため、国内機関投資家がよ

り高いリターンを求め、株式市場へ資金を振り向ける可能性があります。また、中国の証券監督当局は、国有保険会社が新規年間保険料収入の30％

をＡ株市場に配分できるよう柔軟化するなど、株式市場への資金流入を促す政策を進めています。さらに、米中間の関税をめぐる対立は改善の兆し

をみせており、2025年には企業収益の伸びが改善したことから、市場の好調が続くと見込まれます。

中国と韓国におけるバイオテクノロジーのイノベーションは、長期的な構造成長テーマとして注目されています。両国のバイオ医薬品企業は、大

手グローバル製薬会社とのライセンスアウト契約により研究開発能力が認知され、革新的な医薬品開発パイプラインの再評価が進んでいます。今後

12ヵ月を見通すと、同セクターに好影響をもたらし得る主な材料として次の２点を予想しています。１点目は、ライセンスアウト契約で世界の大手

製薬会社に提供されたパイプラインにおける主要な臨床データの公表です。２点目は、主要なバイオ医薬品企業の研究・開発がさらに加速すること

によって見込まれる、ライセンスアウト契約の増加です。

こうしたなか、当ファンドでは４つの主要分野に注目しています。１つ目は、免疫チェックポイント阻害薬「キイトルーダ」の後続となるがん治

療パイプラインのデータ公表で、具体的には二重特異性抗体と抗体薬物複合体の併用の可能性です。２つ目は、肥満治療のパイプライン開発におけ

る経口剤への展開、長時間作用型注射剤の開発、筋肉量減少の予防です。３つ目は、ＲＮＡ療法（遺伝物質ＲＮＡを用いて治療する医療技術）の進

歩で、対象が既存の希少疾患だけでなく、有効な治療法が存在せずニーズの高い分野を含む一般的な慢性疾患にも拡大していくことが期待されま

す。４つ目は、開発期間短縮などに貢献するＡＩ活用型新薬開発です。

当ファンドの投資ユニバースは、地理的にも業種的にもよりバランスの取れた分散投資が可能になっています。アジアのヘルスケア・セクターは

足元で非常に大きな変化が起きており、今後10年でさらなる変化が起きると予想しています。当ファンドでは、こうした変化を捉え、投資機会とし

て活かしていく方針です。

※運用方針等は作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額
は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みく
ださい。
■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資
料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。
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フ ァ ン ド の 特 色

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額
は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みく
ださい。
■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資
料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。
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■お申込みメモ
商品分類 追加型投信／海外／株式
購入単位 販売会社が定める単位

※販売会社の照会先にお問い合わせください。
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
信託期間 無期限（2015年1月16日設定）
決算日 毎年6月21日、12月21日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。

ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
購入・換金申込不可日 販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日が下記のいずれかに該当する場合、もしくは、購

入・換金の申込日から起算して6営業日目までの期間中に下記のいずれかが2日以上ある場合は、
購入・換金の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・シンガポール証券取引所の休業日
・シンガポールの銀行休業日

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
課税関係 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。

※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用
対象となります。
※当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱い
が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※配当控除の適用はありません。
※益金不算入制度は適用されません。

■手数料等の概要
投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。
＜申込時、換金時にご負担いただく費用＞
購入時手数料 購入時の基準価額に対し3.3％（税抜3％）以内

※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞
運用管理費用
（信託報酬）

純資産総額に対し年率1.805％（税抜1.7％）程度が実質的な信託報酬となります。

信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率1.155％（税抜1.05％）、投資対象とする投資信
託証券の組入れに係る信託報酬率が年率0.65％程度となります。

受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該
投資信託証券の変更などにより変動します。

その他の費用・手数料 目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用を含みま
す。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託
期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。

組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、借入金の利息および立替金
の利息などがその都度、信託財産から支払われます。
※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■委託会社、その他関係法人
委託会社　 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社　 三井住友信託銀行株式会社
販売会社 販売会社については下記にお問い合わせください。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
 〔ホームページ〕　www.amova-am.com
 〔コールセンター〕　0120-25-1404 （午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。）

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますの
で、表示することができません。
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■お申込みに際しての留意事項
○リスク情報
投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、
投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様
に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の
財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、
外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】
・株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動しま
す。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいて
は、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。

・新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな
影響を与える場合があります。

・公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価
格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、
残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

【流動性リスク】
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大き
さに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに
売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、
その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

・新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる
場合があります。

【信用リスク】
・投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大
な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の
株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。

・公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想
される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じ
た場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。

【為替変動リスク】
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
【カントリー・リスク】
・投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な
政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクが
あり、投資方針に従った運用ができない場合があります。

・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅
延する場合があります。

・新興国においては、先進国と比較して、証券の決済・保管などにかかる制度やインフラストラク
チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者などの固有の事由または政府
当局による規制などにより、決済の遅延・不能などが発生する可能性もあります。これらの要因
は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。

※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファ
ンド自身にもこれらのリスクがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。



※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。
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　投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

株式会社イオン銀行
（委託金融商品取引業者　マネックス証券株式会社）
株式会社池田泉州銀行
いちよし証券株式会社
株式会社ＳＢＩ証券
※右の他に一般社団法人日本ＳＴＯ協会にも加入
株式会社ＳＢＩ新生銀行
（委託金融商品取引業者　株式会社ＳＢＩ証券）
（委託金融商品取引業者　マネックス証券株式会社）
株式会社大垣共立銀行
ＯＫＢ証券株式会社
岡地証券株式会社
京銀証券株式会社
株式会社京都銀行
株式会社京都銀行
（委託金融商品取引業者　京銀証券株式会社）
Ｊトラストグローバル証券株式会社
株式会社証券ジャパン
大和証券株式会社
※右の他に一般社団法人日本ＳＴＯ協会にも加入
東海東京証券株式会社
※右の他に一般社団法人日本ＳＴＯ協会にも加入
株式会社東北銀行
株式会社富山第一銀行
内藤証券株式会社
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社
松井証券株式会社
マネックス証券株式会社
丸八証券株式会社
みずほ証券株式会社
三井住友信託銀行株式会社
三菱ＵＦＪ ｅスマート証券株式会社
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
水戸証券株式会社
明和證券株式会社
ＵＢＳ　ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社

楽天証券株式会社

○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ ○ ○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○

○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ ○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○
金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 ○

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業
協会

一般社団法人
日本

投資顧問業
協会

一般社団法人
金融先物

取引業協会

一般社団法人
第二種

金融商品
取引業協会

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第24号 ○ ○
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第6号 ○

登録金融機関 東海財務局長（登金）第3号 ○ ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第35号 ○ ○

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第191号 ○
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第5号 ○ ○

登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号 ○ ○
金融商品取引業者

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第170号 ○ ○

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号 ○ ○ ○ ○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第649号 ○ ○ ○

登録金融機関 東北財務局長（登金）第8号 ○
登録金融機関 北陸財務局長（登金）第7号 ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第33号 ○ ○ ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第185号 ○
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3233号 ○ ○ ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 ○ ○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号 ○ ○ ○

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第20号 ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

近畿財務局長（金商）第392号 ○

登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号 ○ ○

○その他の留意事項
・当資料は、投資者の皆様に「アジア・ヘルスケア株式ファンド」へのご理解を高めていただくこ
とを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。

・投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象
ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対
象とはなりません。

・分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、
基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があ
ります。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本
の一部払戻しに相当する場合があります。

・投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際に
は、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認
の上、お客様ご自身でご判断ください。

設定・運用は アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号

加入協会：一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会


